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リユース促進に向けた懇談会

循環経済への移行に向けて、関係者と連携しつつ、リユース推進の機運を高めることを目的として、リ
ユース事業者、地方自治体、有識者、消費者団体等とリユース促進について環境大臣と意見交換を
行う懇談会を開催。
懇談会で得られた知見等は、令和６年11月から開催している「令和６年度使用済製品等のリユー
スの促進に係る検討会」に適宜インプットし、環境省としてのリユース促進に関する施策について検討を
進める。
第１回では、神奈川県座間市 佐藤市長、一般社団法人日本リユース業協会 石原会長、株式
会社リユース経済新聞社 瀬川編集長、早稲田大学大学院 小野田教授が参加。
第２回では、一般社団法人日本リユース機構、株式会社ゲオホールディングス、株式会社メルカリ、
日本司法書士会連合会が参加。

資料・議事概要は環境省ホームページで公開
（https://www.env.go.jp/recycle/circul/reuse/page_01656.
html）

開催実績：
・第１回：１月15日（水）
・第２回：３月14日（金）
・第３回、第４回：４月以降に開催予定
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リユース促進に向けた懇談会（第１回）での主な意見
○リユース市場について
• 高級品ほどB to Cで買われる傾向。C to Cでは、ブランド品、高額品の取引を安心安全に行う観点が課題。
• B to C、C to Cの両方とも伸びていくと予想。どうやって消費者が捨てずに循環していただくムードを作るかが重要。
• アメリカのGDPは日本の約３倍だが、リユース市場は３倍以上、約10兆円規模。また、根拠が定かではないが、
世界のリユース市場規模が約50兆円と言われている。

• 小規模なリユース店舗が全国各地域で営業しているのは日本独自のリユースビジネスモデル。このビジネスモデルで
日本のリユース企業が海外展開・活躍している。

○サブスクリプション等について
• サーキュラーエコノミーの本質は、品質が良いものを長く使うこと。売り切り型のサブスクでは、基本的には高価格帯
で、価値が持続するようなものから優先的に取り組んでいった方が、コストパフォーマンスがあがりやすい。

• 売り切りのビジネスである程度うまくいっているとサーキュラーエコノミーへの移行は進まない。大企業がスタートアップと
コラボレーションするなど、ビジネス上の起爆剤が必要。

○自治体でのリユースの取り組み、横展開について
• 廃掃法との関係やトレーサビリティの問題など、環境省が発信を強化していくことが必要。

○日本の今後のリユースについて
• 日本は、世界の中でもトップクラスにリユースのポテンシャルがある。リユースが環境や社会のためにもいいことだという
ことを、国と一緒にプロモーションしていきたい。

• 市場が大きくなると、不適正な取組を行う事業者が参入する。不適正な行動をとりにくい環境作りも重要。消費
者がリユース品の売り買いをしやすく、安心して売ったり・買ったり・輸出したりができるような取組が必要。

○リユース業界のGHGの算出について
• リユース企業がGHGの排出削減貢献値を独自で計算して、リユースの効果を示す取組は良いことだが各社算定
方法が異なり比較等がしづらい。

• GHGの算定手法等について、今までの成果も踏まえ、事業者が活用しやすい基準を整理・工夫する余地がある。



循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行加速化パッケージの策定
 令和６年12月27日（金）に第２回循環経済（サーキュラーエコノミー）に関する関係閣僚会議を開催（石破総理大臣も出
席）。「循環経済への移行加速化パッケージ」をとりまとめ。

令和６年７月30日 第１回循環経済に関する関係閣僚会議
開催結果
・第五次循環型社会形成推進基本計画案を提示し、了承
・関係府省庁の取組状況と今後の方向性を確認
・総理から、各府省庁に対して、取組を具体化した政策パッケージを年内にとりまとめるよう指示

令和６年12月27日 第２回循環経済に関する関係閣僚会議
開催結果
・「循環経済への移行加速化パッケージ」を会議決定。
・総理から、各府省庁に対して、政策パッケージの速やかに実行するよう指示。
また、本閣僚会議が今後とも司令塔となって、国家戦略として循環経済への
移行を推し進めるとご発言。

会議構成員
議長 ：内閣官房長官
副議長：経済産業大臣、環境大臣
構成員：内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、内閣府特命担当大臣(地方創生) 、

農林水産大臣、国土交通大臣

参考



循環経済（サーキュラーエコノミー）をめぐる世界・日本の状況
■環境制約、資源制約の高まりの中、EUのみならず、世界レベルで循環経済への移行が加速化。再生材への需要が増加し、素材・製品産業の競争力は、「品質＋価格＋再生
材」にシフト。

■日本の廃棄物処理・リサイクル業は小規模分散。製造業との間で再生材の質・量ともに需給ギャップにより、リサイクル原料が焼却・埋立、海外輸出されている。
■我が国として、循環経済への移行に国家戦略として取り組むことが急務
■UNEP国際資源パネルは、世界の天然資源の採取と加工が、温室効果ガス排出量の要因の55％以上、生物多様性の損失と水ストレスの要因の90％以上を占めていると指摘。
※循環経済（サーキュラーエコノミー）は脱炭素社会の実現及び自然資本の持続性確保のソリューション。

 循環経済の取組が加速化し、制度・規制等も次々と導入。
 重要鉱物のサプライチェーン強靱化が活性化、EU域内で
の資源循環を強化。

バリューチェーン別の規制
廃自動車（ELV）改正規則案（2023年発表）
再生プラ25%使用義務化案等

バッテリー規則（2023年施行）
廃バッテリーの回収義務化、バッテリー製造時の再生材利
用の義務化等

エコデザイン規則（2024年施行）
各製品の設計ガイダンスによる循環性製品の明確化
デジタル製品パスポートを通じたトレーサビリティーの確保
売れ残った繊維製品・履物の廃棄を禁止

輸出入規制
廃棄物輸送規則改正（2024年施行）により、EU域外へ
の廃電子機器等の輸出規制を強化。

情報開示義務化
企業持続性報告指令（CSRD）により資源循環の情報開
示義務化（2024年施行）。EU域外の企業への対象拡
大を予定。

 世界的な企業でもブランド価値向上の観点から再生材を利用
する動きが加速。

 自社製品の回収を進めることで、自社サプライチェーン内での
再生材の資源循環を強化。

アップル
再生材・再生利用可能材料のみを利用した製品製造を目指す。
製品の９割を占める14品目の再生利用を推進。既に
MacBookやAppleWatchの特定ラインは再生アルミ100％。

Microsoft
2030年までに「廃棄物ゼロ」、2030年にはデバイス自体を
100％リサイクル可能にすることを目指す。

ルノー・グループ（自動車）
車両の70％以上にプラスチック廃材などを材料としたリサイクル素
材を使用し、95％をリサイクル可能とした、循環型経済に貢献す
る新モデルを発表。

パタゴニア（アパレル）
2025年までに再生材、再生可能な原料のみを使用。

グローバル企業

 東南アジアでは、電気電子機器廃棄物（E-waste）の
回収・処理等に関する法令整備が不十分であり、イン
フォーマルセクター等による不適正な処理やリサイクルによ
る環境汚染が深刻な問題。

 ASEANでは近年E-wasteの発生量が急増し、2016年
時点で発生推計量が日本国内の発生量を超えた。今後
も増加が予想される。

ASEAN諸国

 化石資源と同様、鉱物資源もレアメタル・ベースメタルの別なく地
域的に偏在。特定の国への依存度が高いため、特定の国の供
給ショックが全世界の需給に大きく影響する構造。

 こうした構造を逆手にとって、資源保有国では資源ナショナリズム
的な動きが活発化。

中国
2015年からレアアースに対する輸出許可制を導入。

インドネシア
2020年にニッケル鉱石の輸出禁止措置を導入。

資源ナショナリズムの動き

日本EU

石油、金属をはじめと
した資源を輸入に依
存（石油・ナフサ・鉱
石・金属・金属製品輸
入額 約38兆円）

プラスチック：
焼却 約510万トン
（廃プラの約7割）

衣類：
焼却・埋立 45万トン
※排出される衣類の95%

食品ロス：
焼却 約472万トン

焼却処理
等

金属：
鉄スクラップ 685万トン
銅スクラップ 39万トン
アルミスクラップ 47万トン
プラスチック
約125万トン（再生プラの約75%）

海外輸
出

（注）数字は年間の値

資源輸
入

廃食油：
約12万トン（回収量の約3割）

廃棄物等を資源として最大限活用し、付加価値
を生み出し、新たな成長につなげる
経済社会システムへの転換が必要

参考



循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行加速化パッケージの基本的な考え方
■循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行は、廃棄物等を資源として最大限活用し、付加価値を生み出し、新たな成長につながるもの
■気候変動や生物多様性の保全といった環境課題の解決に加え、地方創生や質の高い暮らしの実現、産業競争力強化、経済安全保障の確保にも貢献
■循環型社会形成推進基本計画の下、国家戦略として政府一体となり推進

廃棄物等の再資源化例
• 家電、パソコン等の小型家電、蓄電池等（都市鉱山）から金・銀・銅やレアメタル等の金属を回収し、再資源化

• プラスチックを回収し、再度プラスチックとして再資源化
※ペットボトルをペットボトルに水平リサイクルする等
※世界で自動車製造において再生プラスチック活用の動き

• コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の建設廃棄物の再資源化
• 農山漁村のバイオマス資源（木材、農作物非食用部、家畜排せつ物等）を徹底活用
• 下水汚泥からリンを回収し、肥料化
• 商慣習見直しや食品寄附促進等の食品ロス削減の推進・食品循環資源の飼料化・肥料化
• 廃棄物焼却時に発生する熱を利用した発電
• 衣料品のリペア、リユース

循環経済への移行を進め、廃棄物等の再資源化を質・量両面の水準を引き上げることで以下を達成

・９割以上が中小事業者であり、全国各地で
廃棄物処理・リサイクル
・資源循環業として、付加価値を生み出すこと
で地域経済へ貢献

自治体

製造業

・地域の資源循環のマネージャー兼コーディネー
ターであり、関係者間の連携・協働を促進して、
地域の循環資源を活用した取組を創出

・環境配慮設計、再生材の使いこなしにより、
ブランディング力を向上させ、グローバルな競争
力を強化

廃棄物処理・
リサイクル業者

国民・消費者 ・3R+Renewable、分別排出の徹底など、資
源循環に配慮したライフスタイルに積極的に関
与し、循環型社会づくりに貢献

参考



循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行加速化パッケージ 概要

■全国各地で発生する廃棄物を循環資源として活用し、さらに、海外で発生する循環資源も取り込むことで、新たな成長を生み出す。
→循環経済関連ビジネス市場規模を2030年までに80兆円に拡大
→全国各地に存在する資源循環業の拡大、地域の課題解決を通じた地方創生、質の高い暮らしの実現
■循環資源を最大限活用し、安定的な再生材供給体制を整え、資源循環型の新しいものづくり・輸出大国の確立に貢献する

資源循環を促進する制度的対応
 再生材利用拡大、環境配慮設計の可視化・価値化等のための制度的枠組み構築
 太陽光パネルのリサイクル促進等に向けた制度的枠組み構築

製造業と廃棄物処理・リサイクル業(資源循環業)の連携強化による再生材供給拡大
 再資源化事業等高度化法の認定事業による製造業と資源循環業の連携強化【環境】
 資源循環分野における外国人材確保【環境】
 自動車向け再生プラスチック市場構築のための産官学コンソーシアムの形成【環境、経産】
 事業者間で素材情報等を共有する情報流通プラットフォームの構築支援【経産、環境】

高度な再資源化技術・設備に対する投資促進
 高度な分離・回収技術やAI導入による高効率な設備等の技術開発・設備導入支援【環境、経
産】

 環境配慮の製品設計等を可能とする技術開発への支援【経産】
 バイオものづくりの社会実装に向けた支援【経産】
 持続可能な航空燃料(SAF)供給体制の構築促進【経産、国交、環境】
 廃棄物処理施設を核にCO2等を資源として活用する新たな循環産業の創出【環境】

我が国をハブとする資源循環ネットワーク・拠点の構築
 資源循環ネットワーク・拠点構築に向けたＦＳ事業(全国12カ所)実施や港湾の選定・整備【環
境、国交】

 不適正ヤードへの対応強化等による金属スクラップの不適正な国外流出抑制等【環境、経産】
 ASEAN諸国の電子スクラップの我が国での再資源化体制の構築【環境、経産】
 アフリカにおける廃棄物管理プロジェクト形成支援等を通じた廃棄物インフラ輸出機会の創出【環
境、国交】

国内外一体の高度な資源循環ネットワークの構築

 資源循環分野での企業の循環性情報開示のスキーム（GCP）等の国際ルール形成を主導【環境】
 政府調達における循環性基準の導入によるマーケットの創出支援【環境】

資源循環市場の創出拡大に向けた国内外のルール形成

地域の再生可能資源の徹底活用
 国民各層における資源循環ビジョン・モデルの共有※や地域への実装支援【経産、環境】
※産官学からなるサーキュラーパートナーズの活用や全市町村からなる資源循環自治体フォーラム創設

 レアメタルを含む小型家電など地域の循環資源の回収・再資源化の促進【環境、経産】
 食品ロス削減、サステナブルファッション、使用済おむつリサイクルの推進【消費者、農水、経
産、環境】

 新しい地方経済・生活環境創生交付金等による地方公共団体の取組支援等【地方創生】
 廃棄物や未利用資源などの地域資源を活用した地域脱炭素の推進【環境】
 資源循環に資する「地域生活圏」の形成【国交】

農山漁村のバイオマス資源の徹底活用
 地域の未利用資源等を活用した農林漁業循環経済地域づくりに向けた支援【農水】
 中高層をはじめとする木造建築の推進や木質系新素材の技術開発の支援【農水、国交】

資源価値を可能な限り活用するまちづくり・インフラ整備
 下水汚泥資源の有効利用の推進、建設リサイクルの高度化【国交、農水】
 長く使える住宅ストックの形成・空き家等の利活用・インフラ長寿命化の推進【国交】

循環経済型ビジネスの拡大
 付加価値が高く利用しやすいリユースビジネス等※の支援【環境、経産】
※新たな売り方（リメイク、アップサイクル、シェアリング等）の促進、電子的なプラットフォームの活用（eコマー
ス等）など

 大阪万博での「日本版CE」の発信【経産、環境】

地域の循環資源を生かした豊かな暮らしと地域の実現

参考



循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行加速化パッケージ
※リユースに係る部分の抜粋

参考

付加価値が高く利用しやすいリユースビジネス等の支援
（１）付加価値が高いリユースビジネスモデルの構築支援：新たな売り方（リメイク・アップサイクル等）、修繕・保証の付

加、電子的なプラットフォームの活用（eコマース等）など、付加価値が高く利用しやすいリユースビジネスに取り組む事
業者、消費者が手軽に衣類を回収に出しやすい環境づくりを行う自治体・事業者を対象としたモデル事業を実施。

（２）先進取組の周知による自治体支援：モデル事業の結果も踏まえ、リユースに関する市町村向けの手引きや先進取
組・好事例集（※）を作成しブロック単位で設置予定の資源循環自治体フォーラム等の場で広く周知し、自治体によ
るリユースの取組を支援する。
※例：自治体職員の代わりに、リユース事業者が不要品の回収や販売等を効果的に行う取組が進められている。

（３）環境大臣主催のリユース懇談会（仮称）の設置：リユース推進に関する機運を高めることを目的として、リユース促
進に向けた環境大臣主催の懇談会を立ち上げ、広く国民に対してリユースの重要性等を発信することとする。

以上の取組を踏まえ、リユース業者との協働取組（協定の締結等）を行う自治体数を、2030年までに約300から
600に倍増させることを目指すとともに、付加価値の高いビジネスモデルの構築支援を行うなど、更なるリユースの促進に向
けて取組・検討を進める。

選別されたリユース品（粗大ごみ）
自治体が設置したリユースス

ポット

将来像

取組


